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三
八

は
じ
め
に

古
代
の
阿
曇
（
安
曇
）
氏
に
つ
い
て
は
、
全
国
各
地
の
海
人
（
海
部
）
を
管
掌
し
た
伴
造
氏
族
と
み
る
の
が

ふ
つ
う
で
あ
り
、
そ
の
発
祥
の
地
を
北
部
九
州
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
（
１
）。

三
世
紀
の
倭
の
状
況
を
記
し
た
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
は
、
末
盧
国
の
条
に
「
好
捕
二

魚
鰒
一、
水
無
二

深
浅
一、
皆

沈
没
取
レ

之
」
と
あ
り
、
倭
人
の
習
俗
を
記
し
た
部
分
に
も
「
男
子
無
二

大
小
一、
皆
黥
面
文
身
」「
今
倭
水
人
好

沈
没
捕
二

魚
蛤
一、
文
身
亦
以
厭
二

大
魚
水
禽
一

」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
世
紀
の
北
部
九
州
に
は
、
い
わ

ゆ
る
入
れ
墨
を
し
、
ア
マ
漁
を
行
っ
て
い
た
人
々
が
広
範
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
三
年
十
一
月
条
に
は
、
各
地
の
海
人
が
天
皇
の
命
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
、

阿
曇
連
の
祖
で
あ
る
大
浜
宿
禰
を
遣
わ
し
て
平
定
し
、
大
浜
宿
禰
を
「
海
人
之
宰
」
に
任
じ
た
と
あ
り
、
履
中

天
皇
即
位
前
紀
か
ら
元
年
条
に
か
け
て
は
、
住
吉
仲
皇
子
（
履
中
天
皇
の
同
母
弟
）
の
反
乱
に
加
担
し
て
捕
え

ら
れ
た
阿
曇
連
浜
子
が
、
罰
と
し
て
顔
面
に
入
れ
墨
を
施
さ
れ
、
時
の
人
は
、
そ
れ
を
「
阿
曇
目
」
と
い
っ
た

と
い
う
記
事
が
み
え
る
。

さ
ら
に
、『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
条
に
は
、
景
行
天
皇
が
阿
曇
連
百
足
を
供
と
し
て
こ
の
地
を

巡
幸
し
た
と
い
う
伝
承
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
、「
此
嶋
白
水
郎
、
容
貌
似
二

隼
人
一、
恒
好
二

騎
射
一、

其
言
語
、
異
二

俗
人
一

也
」
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。
値
嘉
島
（
現
在
の
長
崎
県
五
島
列
島
）
に
は
、
一
般
の
人
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と
は
異
な
っ
た
習
俗
・
言
語
の
「
白
水
郎
」（
海
人
）
が
存
在
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
記
紀
神
話
の
「
筑
紫
系
神
話
」
に
は
「
海
人
族
」
の
伝
承
が
多
く
存

在
す
る
と
し
、
阿
曇
氏
は
、
北
部
九
州
を
本
拠
と
し
た
そ
の
「
海
人
族
」
の
雄
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
唱
え
ら

れ
て
い
る
（
２
）。

し
か
し
、
阿
曇
氏
の
本
拠
を
北
部
九
州
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
説
も
あ
り
（
３
）、
阿
曇
氏
を
海
部
の
伴
造
と
す
る

点
に
つ
い
て
も
、
阿
曇
氏
が
管
掌
し
た
の
は
阿
曇
部
で
あ
り
、
海
部
で
は
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
（
４
）。
こ
の
よ
う

に
、
古
代
阿
曇
氏
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
必
ず
し
も
共
通
し
た
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
古
代
、
と
く
に
七
世
紀
以
前
の
阿
曇
氏
に
つ
い
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

阿
曇
氏
の
祖
先
伝
承

阿
曇
氏
は
、
は
じ
め
連
の
姓
（
カ
バ
ネ
）
を
賜
与
さ
れ
、
一
族
の
中
心
部
分
は
天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）

の
八
色
の
姓
制
定
に
際
し
て
宿
禰
を
賜
っ
た
。『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
右
京
神
別
下
に
安
曇
宿
禰
を
載
せ
、
河

内
国
神
別
と
未
定
雑
姓
河
内
国
に
は
連
姓
の
ま
ま
の
安
曇
連
を
載
せ
て
い
る
。

『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別
下

安
曇
宿
禰　

海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
子
穂
高
見
命
之
後
也
。



四
〇

『
同
』
河
内
国
神
別

安
曇
連　

綿
積
神
命
児
穂
高
見
命
之
後
也
。

『
同
』
未
定
雑
姓
河
内
国

安
曇
連　

于
都
斯
奈
賀
命
之
後
也
。

こ
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
阿
曇
氏
は
い
く
つ
か
の
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
氏
（
ウ
ヂ
）
の
あ
り
方
は
、
阿
曇
氏
に
限
ら
ず
古
代
の
ウ
ヂ
に
お
い
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
阿
曇
連
氏
と
同
系
の
ウ
ヂ
（
同
祖
関
係
に
あ
る
ウ
ヂ
）
と
し
て
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
海
犬
養
氏
、

凡
海
連
氏
、
阿
曇
犬
養
連
氏
の
三
氏
が
み
え
る
。

『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
神
別
下

海
犬
養　

海
神
綿
積
命
之
後
也
。

凡
海
連　

同
神
男
穂
高
見
命
之
後
也
。

『
同
』
摂
津
国
神
別

凡
海
連　

安
曇
宿
禰
同
祖
。
綿
積
命
六
世
孫
小
栲
梨
命
之
後
也
。

阿
曇
犬
養
連　

海
神
大
和
多
羅
命
三
世
孫
穂
己
都
久
命
之
後
也
。

な
お
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
凡
海
宿
禰
氏
は
み
え
な
い
が
、
凡
海
連
氏
は
、
そ
の
中
心
部
分
は
天
武
朝
に

宿
禰
を
賜
っ
て
お
り
、
凡
海
宿
禰
氏
も
阿
曇
連
氏
と
同
系
の
ウ
ヂ
と
考
え
ら
れ
る
。
海
犬
養
連
氏
・
海
犬
養
宿
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禰
氏
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
未
定
雑
姓
右
京
に
も
凡
海
連
が
み

え
る
が
、
そ
こ
に
は
「
火
明
命
之
後
也
」
と
あ
り
、
こ
の
凡
海
連
氏
は
尾
張
宿
禰
（
連
）
氏
と
同
系
で
あ
り
、

阿
曇
連
氏
と
は
別
系
の
ウ
ヂ
で
あ
る
。

『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、
阿
曇
宿
禰
氏
の
始
祖
は
「
海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
」
の
子
の
「
穂
高
見
命
」
で

あ
る
が
、
そ
の
「
海
神
綿
積
豊
玉
彦
神
」
は
、『
古
事
記
』
に
い
う
「
綿
津
見
神
」、『
日
本
書
紀
』
に
い
う
「
少

童
命
」
に
相
当
す
る
。

『
古
事
記
』
禊
祓
と
神
々
の
化
生
の
段
に
よ
れ
ば
、「
綿
津
見
神
」
は
、
黄
泉
国
か
ら
も
ど
っ
た
イ
ザ
ナ
キ
が
、

筑
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
で
禊
祓
を
し
た
際
に
化
生
し
た
神
と
さ
れ
る
。

次
於
二

水
底
一

滌
時
、
所
レ

成
神
名
、
底
津
綿
津
見
神
、
次
底
筒
之
男
命
。
於
レ

中
滌
時
、
所
レ

成
神
名
、
中

津
綿
津
見
神
、
次
中
筒
之
男
命
。
於
二

水
上
一

滌
時
、
所
レ

成
神
名
、
上
津
綿
津
見
神
、〈
訓
レ

上
云
二

宇
閇
一。〉

次
上
筒
之
男
命
。
此
三
柱
綿
津
見
神
者
、
阿
曇
連
等
之
祖
神
以
伊
都
久
神
也
。〈
伊
以
下
三
字
以
レ

音
。
下

效
レ

此
。〉
故
、
阿
曇
連
等
者
、
其
綿
津
見
神
之
子
、
宇
都
志
日
金
拆
命
子
孫
也
。〈
宇
都
志
三
字
以
レ

音
。〉

其
底
筒
之
男
命
、
中
筒
之
男
命
、
上
筒
之
男
命
三
柱
神
者
、
墨
江
之
三
前
大
神
也
。

こ
れ
は
、
阿
曇
連
氏
ら
の
始
祖
伝
承
に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
始
祖
は
、
阿
曇
連
氏
ら
が
祖
神

と
し
て
奉
斎
す
る
綿
津
見
神
の
子
の
「
宇
都
志
日
金
拆
命
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
「
宇
都
志
日
金
拆
命
」
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
に
い
う
「
穂
高
見
命
」
に
相
当
す
る
が
、
名
を
異
に
す
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る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
未
定
雑
姓
河
内
国
の
安
曇
連
条
に
み
え
る
「
于
都
斯
奈
賀
命
」
は
、「
宇
都

志
日
金
拆
命
」
と
同
一
神
を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
の
綿
津
見
神
の
話
と
同
様
の
話
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
、
第
五
段
の
一
書
第
六
に
も
み
え
る
。

又
沈
二

濯
於
海
底
一、
因
以
生
神
、
号
曰
二

底
津
少
童
命
一、
次
底
筒
男
命
。
又
潜
二

濯
於
潮
中
一、
因
以
生
神
、

号
曰
二

中
津
少
童
命
一、
次
中
筒
男
命
。
又
浮
二

濯
於
潮
上
一、
因
以
生
神
、
号
曰
二

表
津
少
童
命
一、
次
表
筒
男
命
。

（
中
略
）
底
筒
男
命
・
中
筒
男
命
、
表
筒
男
命
、
是
即
住
吉
大
神
矣
。
底
津
少
童
命
・
中
津
少
童
命
・
表

少
童
命
、
是
阿
曇
連
等
所
祭
神
矣
。

『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
始
祖
伝
承
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
ウ
ヂ
の
始
祖
伝
承
と
い
う
の
は
、

大
王
（
天
皇
）
へ
の
奉
仕
の
根
源
譚
と
い
う
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
記
紀
の
伝
承
に

よ
れ
ば
、
阿
曇
連
氏
は
、
綿
津
見
神
・
少
童
神
、
す
な
わ
ち
海
神
を
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
王
に
奉
仕
し
た

ウ
ヂ
、
言
い
換
え
れ
ば
、
海
神
を
祭
る
こ
と
を
職
掌
と
し
た
ウ
ヂ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
の

海
神
は
、
あ
く
ま
で
王
権
の
神
（
王
権
を
支
え
る
神
）
と
し
て
の
海
神
で
あ
る
。

ま
た
、
阿
曇
氏
の
職
掌
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
三

年
十
一
月
条
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

十
一
月
、
処
々
海
人
、
訕
哤
之
不
レ

従
レ

命
。〈
訕
哤
、
此
云
二

佐
麼
売
玖
一。〉
則
遣
二

阿
曇
連
祖
大
浜
宿
禰
一、

平
二

其
訕
哤
一。
因
為
二

海
人
之
宰
一。
故
、
俗
人
諺
曰
、
佐
麼
阿
摩
者
、
其
是
縁
也
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
阿
曇
連
氏
は
、「
海
人
之
宰
」（
各
地
の
海
人
の
統
率
者
・
管
掌
者
）
と
し
て
大
王
に
奉
仕

し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
い
う
「
佐
麼
阿
摩
」
は
、
の
ち
の
周
防
国
佐
波
郡
付
近
（
現
在
の
山
口
県

防
府
市
付
近
）
の
海
人
を
指
し
た
言
葉
と
み
ら
れ
、「
訕
哤
」
と
い
う
の
は
、「
上
を
そ
し
り
、
わ
け
の
わ
か
ら

ぬ
言
葉
を
放
つ
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
そ
の
「
佐
麼
阿
摩
」
の
語
か
ら
作
成
さ
れ
た
、
阿
曇
連
氏

が
海
人
の
統
率
者
と
な
っ
た
こ
と
の
起
源
譚
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
５
）。

『
日
本
書
紀
』
履
中
即
位
前
紀
か
ら
元
年
条
に
か
け
て
の
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
伝
承
で
は
、
難
波
か
ら
大
和

に
逃
れ
る
「
太
子
」（
履
中
天
皇
）
を
追
っ
て
き
た
野
嶋
の
海
人
ら
が
、
履
中
の
兵
に
問
わ
れ
た
際
に
次
の
よ

う
に
答
え
た
と
い
う
。

『
日
本
書
紀
』
履
中
天
皇
即
位
前
紀

淡
路
野
嶋
之
海
人
也
。
阿
曇
連
浜
子
〈
一
云
、
阿
曇
連
黒
友
。〉
為
二

仲
皇
子
一、
令
レ

追
二

太
子
一。

そ
し
て
履
中
天
皇
即
位
後
の
処
罰
記
事
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

『
日
本
書
紀
』
履
中
天
皇
元
年
四
月
丁
酉
条

召
二

阿
曇
連
浜
子
一、
詔
之
曰
、
汝
与
二

仲
皇
子
一

共
謀
レ

逆
、
将
レ

傾
二

国
家
一。
罪
当
レ

于
死
一。
然
垂
二

大
恩
一、
而

免
レ

死
科
レ

墨
、
即
日
黥
之
。
因
レ

此
、
時
人
曰
二

阿
曇
目
一。
亦
免
下

従
二

浜
子
一

野
嶋
海
人
等
之
罪
上、
役
二

於
倭

蒋
代
屯
倉
一。

こ
れ
ら
の
伝
承
は
『
日
本
書
紀
』
に
の
み
み
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
阿
曇
連
浜
子
を
阿
曇
連
黒
友
と
す
る
別
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伝
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』（
履
中
紀
）
編
者
の
机
上
の
作
文
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
、

阿
曇
連
浜
子
が
墨
刑
に
処
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
阿
曇
部
の
人
々
が
入
れ
墨
を
し
て
い
た
こ
と
を
説
明
す
る
た

め
の
話
で
あ
り
、
浜
子
が
墨
刑
に
処
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
記
事
を
事
実
の
伝
え
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
６
）。
こ

れ
ら
の
履
中
紀
の
伝
承
か
ら
推
定
さ
れ
る
事
実
は
、
阿
曇
連
氏
が
淡
路
の
野
嶋
の
海
人
を
率
い
て
い
た
と
い
う

程
度
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
入
れ
墨
の
習
慣
の
あ
っ
た
の
は
安
曇
部
に
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

履
中
紀
五
年
九
月
壬
寅
条
・
雄
略
紀
十
一
年
十
月
条
・『
古
事
記
』
安
康
天
皇
段
な
ど
か
ら
、
飼
部
（
馬
飼
部
）・

鳥
養
部
・
猪
甘
（
猪
飼
部
）
な
ど
も
入
れ
墨
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、『
日
本
書
紀
』
の
応
神
天
皇
三
年
十
一
月
条
の
記
事
と
同
じ
話
は
、『
本
朝
月
令
』
所
引
の
『
高
橋
氏

文
』
に
も
み
え
る
。

及
二

軽
島
明
宮
御
宇
誉
田
天
皇
三
年
一、
処
々
海
人
、
訕
之
不
レ

従
レ

命
。
乃
、
遣
二

安
曇
連
祖
大
浜
宿
禰
一

平
レ

之
。
因
、
為
二

海
人
之
宰
一。
是
、
安
曇
氏
、
預
二

奉
御
膳
一

之
由
也
。
又
、
安
曇
宿
禰
等
款
云
、
御
間
城
入

彦
五
十
瓊
殖
天
皇
御
世
、
己
等
遠
祖
大
栲
成
、
吹
レ

火
始
奉
二

御
膳
一

者
。

こ
こ
で
は
、
軽
島
明
宮
御
宇
誉
田
天
皇
（
応
神
天
皇
）
三
年
に
大
浜
宿
禰
が
「
海
人
之
宰
」
に
任
じ
ら
れ
た

こ
と
を
、
阿
曇
氏
が
御
膳
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
由
来
で
あ
る
と
し
、
御
間
城
入
彦
五
十
瓊
殖
天
皇
（
崇

神
天
皇
）
の
時
に
阿
曇
連
氏
の
遠
祖
の
大
栲
成
が
は
じ
め
て
御
膳
に
奉
仕
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
律
令
制
下
に
お
け
る
阿
曇
宿
禰
氏
が
、
高
橋
朝
臣
氏
（
膳
臣
氏
）
と
並
ん
で
内
膳
司
の
奉
膳
に
任
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じ
ら
れ
た
こ
と
の
起
源
譚
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
阿
曇
連
氏
は
、
大
王
の
食
膳
に
奉
仕
し
た
ウ
ヂ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
に
阿
曇
連
氏
の
遠
祖
と
あ
る
「
大
栲
成
」
は
、『
新
撰
姓
氏
録
』
摂
津
国
神
別

の
凡
海
連
条
の
「
小
栲
梨
命
」
と
対
応
し
た
名
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
始
祖
伝
承
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
阿
曇
連
氏
は
、
海
人
を
統
率
し
て
大
王
の
食
膳
に
奉
仕
し
、

海
神
を
祭
る
こ
と
も
職
掌
と
し
た
ウ
ヂ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
始
祖
伝
承
（
奉
仕

根
源
譚
）
に
は
、
そ
の
成
立
時
期
や
成
立
事
情
に
違
い
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
阿
曇
連
氏
の

本
来
の
職
掌
や
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
阿
曇
連
氏
の
人
物
の
実
際
の
活
動
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

二　

阿
曇
連
氏
の
人
々

実
在
が
確
か
と
み
ら
れ
る
阿
曇
連
氏
の
最
初
の
人
物
は
、『
日
本
書
紀
』（
推
古
紀
）
に
登
場
す
る
阿
曇
連
（
闕

名
）
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
推
古
紀
三
十
一
年
（
六
二
三
）
十
一
月
条
に
よ
れ
ば
、
新
羅
征
討
に
あ
た
っ
て

新
羅
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
り
、
そ
の
た
め
、
は
や
く
征
討
軍
を
派
遣
す
る
よ
う
大
臣
の
蘇
我
馬
子
に
勧
め
た
と

さ
れ
、
翌
年
四
月
戊
午
・
壬
戌
条
に
は
、
僧
尼
の
統
制
の
た
め
に
僧
正
・
僧
都
・
法
頭
が
置
か
れ
た
際
、
法
頭

に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
同
年
十
月
朔
条
に
は
、
大
臣
馬
子
に
よ
っ
て
阿
倍
臣
摩
侶
と
と
も
に
推
古
天

皇
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
、
葛
城
県
は
蘇
我
氏
の
本
居
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
封
県
と
し
て
賜
り
た
い
と
い
う
馬
子



四
六

の
要
求
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
。

次
に
、
皇
極
か
ら
天
智
朝
に
か
け
て
の
人
物
と
し
て
、
阿
曇
連
比
羅
夫
が
あ
げ
ら
れ
る
。
皇
極
紀
元
年
（
六

四
二
）
正
月
乙
酉
条
に
よ
れ
ば
、
比
羅
夫
は
、
百
済
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
舒
明
天
皇
の
崩
を
受
け
、
そ
れ

を
弔
う
百
済
使
と
と
も
に
帰
国
し
、
百
済
の
弔
使
を
筑
紫
に
残
し
て
朝
廷
に
参
じ
、
百
済
の
乱
れ
て
い
る
状
況

を
伝
え
た
と
さ
れ
る
。
時
に
大
仁
（
冠
位
十
二
階
の
第
三
位
、
律
令
制
下
の
正
五
位
に
相
当
）
の
位
に
あ
っ
た
。

翌
二
月
戊
子
条
に
は
、
筑
紫
の
百
済
弔
使
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、
百
済
の
情
勢
を
尋
ね
た
と
あ
り
、
同
庚
戌
条

に
は
百
済
王
子
の
翹
岐
が
比
羅
夫
の
自
宅
に
安
置
さ
れ
た
と
あ
る
。

そ
の
後
、
天
智
即
位
前
紀
斉
明
七
年
（
六
六
一
）
八
月
条
に
、
百
済
救
援
軍
の
前
将
軍
の
一
人
と
し
て
そ
の

名
が
み
え
、
時
の
冠
位
は
大
花
下
（
大
化
五
年
＝
六
四
九
年
制
定
の
冠
位
十
九
階
の
第
八
位
、
律
令
制
下
の
従

四
位
に
相
当
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
天
智
紀
元
年
（
六
六
二
）
五
月
条
に
、
船
師
百
七
十
艘
を
率
い

て
百
済
に
渡
り
、
百
済
王
子
の
豊
璋
を
百
済
王
に
立
て
た
と
あ
る
。
時
に
大
将
軍
大
錦
中
と
あ
る
が
、
大
錦
中

は
天
智
三
年
（
六
六
四
）
制
定
の
冠
位
二
十
六
階
の
第
八
位
（
律
令
制
下
の
正
四
位
下
に
相
当
）
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
追
記
（
最
終
的
な
身
分
表
記
）
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
曇
連
比
羅
夫
は
、
そ
の
帯
び
て
い
る
冠
位
か
ら
し

て
、
大
夫
（
マ
ヘ
ツ
キ
ミ
）
の
地
位
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
孝
徳
紀
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
辛
巳
条
に
は
、
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
八
グ
ル
─
プ
の
「
国
司
」

の
長
官
の
一
人
と
し
て
阿
曇
連
（
闕
名
）
が
み
え
る
。
東
国
「
国
司
」
の
長
官
に
は
「
良
家
大
夫
」
が
任
じ
ら
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れ
た
と
あ
る
か
ら
（
孝
徳
紀
大
化
二
年
三
月
甲
子
条
）、
こ
の
阿
曇
連
（
闕
名
）
は
「
大
夫
」
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
り
、
比
羅
夫
と
同
一
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

ほ
か
に
、
孝
徳
朝
の
人
物
と
し
て
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
石
海
里
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
阿
曇

連
百
足
と
太
牟
が
あ
げ
ら
れ
る
。

石
海
里
〈
土
惟
上
中
〉、
右
、
所
三

以
称
二

石
海
一

者
、
難
波
長
柄
豊
前
天
皇
之
世
、
是
里
中
、
有
二

百
便
之

野
一、
生
二

百
枝
之
稲
一。
即
阿
曇
連
百
足
、
仍
取
二

其
稲
一

献
之
。
爾
時
、
天
皇
勅
曰
、
宜
下

墾
二

此
野
一

作
上レ

田
、

乃
遣
二

阿
曇
連
太
牟
一、
召
二

石
海
人
夫
一、
令
レ

墾
之
。
故
野
名
曰
二

百
便
一、
村
号
二

石
海
一

也
。

阿
曇
連
百
足
に
つ
い
て
は
、
同
風
土
記
の
同
郡
浦
上
里
条
に
も
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

浦
上
里
〈
土
上
中
〉、
右
、
所
三

以
号
二

浦
上
一

者
、
昔
、
阿
曇
連
百
足
等
、
先
居
二

難
波
浦
上
一。
後
遷
二

来
於

此
浦
上
一。
故
因
二

本
居
一

為
レ

名
。

い
ず
れ
も
地
名
起
源
説
話
で
あ
り
、
事
実
の
伝
え
と
し
て
は
疑
わ
し
く
、
百
足
・
太
牟
ら
を
孝
徳
朝
の
実
在

の
人
物
と
み
る
こ
と
に
も
疑
問
が
持
た
れ
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
八
月
壬
戌
条
に
は
、

阿
波
国
名
方
郡
の
人
で
賀
陽
親
王
の
家
令
で
あ
っ
た
安
曇
部
粟
麻
呂
に
安
曇
宿
禰
の
姓
を
賜
っ
た
と
の
記
事
が

み
え
る
が
、
そ
こ
に
も
安
曇
連
百
足
の
名
が
登
場
し
、
粟
麻
呂
は
自
ら
安
曇
宿
禰
百
足
の
苗
裔
で
あ
る
と
述
べ

た
と
あ
る
。
こ
の
記
事
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
阿
曇
連
百
足
は
、
阿
曇
氏
の
祖
の
一
人
と
し
て
、
一
族

や
同
系
氏
族
内
に
お
い
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
た
人
物
と
み
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。「
は
じ
め
に
」
に
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も
述
べ
た
が
、『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
条
に
は
景
行
朝
の
人
物
と
し
て
阿
曇
連
百
足
の
名
が
み
え

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
、
百
足
が
孝
徳
朝
の
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、
伝
承
上
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
（
７
）。

次
に
、
斉
明
・
天
智
朝
の
人
物
と
し
て
、
阿
曇
連
頬
垂
が
あ
げ
ら
れ
る
。
斉
明
紀
三
年
（
六
五
七
）
是
歳
条

に
よ
れ
ば
、
西
海
使
と
し
て
百
済
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
頬
垂
が
帰
国
し
、
駱
駝
一
頭
と
驢
馬
二
頭
を
伝
え
た
と

あ
り
（
時
の
頬
垂
の
冠
位
は
小
花
下
、
律
令
制
下
の
従
五
位
に
相
当
）、
同
四
年
是
歳
条
に
も
、
西
海
使
頬
垂

が
百
済
か
ら
帰
国
し
、
百
済
が
新
羅
を
討
っ
た
と
の
情
報
を
伝
え
た
と
あ
る
（
時
の
冠
位
も
小
花
下
）。
た
だ
、

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
同
一
の
こ
と
を
い
っ
た
重
複
記
事
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
天
智
紀
九
年
（
六

七
〇
）
九
月
朔
条
に
、
新
羅
に
派
遣
さ
れ
た
と
あ
る
。

次
に
、
天
智
・
天
武
朝
の
人
物
と
し
て
、
阿
曇
連
稲
敷
が
あ
げ
ら
れ
る
。
稲
敷
は
、
天
武
紀
元
年
（
六
七
二
）

三
月
己
酉
条
に
、
天
智
天
皇
の
崩
を
受
け
て
、
そ
の
喪
を
、
筑
紫
に
い
た
唐
使
の
郭
務
悰
に
伝
え
た
と
あ
り
、

時
に
「
内
小
七
位
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
内
」
は
内
位
を
指
す
が
、「
小
七
位
」
に
つ
い
て
は
、
天
智
三
年

制
定
の
冠
位
の
小
山
位
を
、
律
令
制
下
の
七
位
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
こ
の
よ
う
に
書
い
た
か
、
あ
る
い

は
「
小
山
位
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
て
い
る
（
８
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
の
稲
敷
は
、
さ
ほ
ど
高
い
地
位
に
は
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
天
武
紀
十
年
（
六
八
一
）
三
月
丙
戌
条
に
、
川
嶋
皇
子
ら
十
二
人
に
「
帝
紀
」「
上

古
諸
事
」
の
「
記
定
」
が
命
じ
ら
れ
た
際
の
一
人
と
し
て
み
え
、
時
の
冠
位
は
小
錦
下
（
従
五
位
相
当
）
と
さ
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れ
る
。

以
上
、
連
姓
時
代
の
阿
曇
氏
の
人
物
の
活
動
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
第
一
に
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
阿
曇

連
氏
の
人
物
が
対
朝
鮮
半
島
外
交
に
か
か
わ
り
、
将
軍
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

阿
曇
氏
が
海
人
の
統
率
者
と
し
て
大
王
に
奉
仕
し
た
と
い
う
始
祖
伝
承
と
、
ま
さ
し
く
対
応
し
て
い
る
。
海
人

は
海
産
物
の
採
取
だ
け
で
は
な
く
、
航
海
技
術
に
も
す
ぐ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
実
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
阿
曇
連
氏
の
人
物
は
推
古
紀
に
初
め
て
登
場
し
、
そ
の
後
は
継
続
的
に

そ
の
名
の
み
え
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
推
古
朝
の
阿
曇
連
（
闕
名
）
に
つ
い
て
は
、
大
臣
（
オ
ホ
マ
ヘ
ツ
キ

ミ
）
の
蘇
我
馬
子
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
後
藤
四
郎
の
指
摘
の
と
お
り
、
阿
曇
連

氏
は
蘇
我
氏
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
有
力
化
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
９
）。
た
だ
後
藤
は
、
応
神

紀
・
履
中
紀
に
登
場
す
る
大
浜
宿
禰
・
阿
曇
連
浜
子
の
伝
承
を
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
実
際
の
阿
曇
連
氏
の
活

動
を
伝
え
る
も
の
と
し
、
推
古
朝
以
降
の
活
動
を
阿
曇
連
氏
の
復
活
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
応
神
紀
・
履
中
紀

の
伝
承
を
事
実
の
伝
え
と
み
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
阿
曇
連
氏
は
、
推
古
朝
に
至
っ
て
初
め
て
有
力
と
な
っ
た

ウ
ヂ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
推
古
朝
以
降
、
一
族
の
長
は
、
朝
廷
の
合
議
に
参
加
す
る
大
夫
（
マ
ヘ
ツ

キ
ミ
）
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
も
推
定
で
き
る
。

第
三
に
、
天
武
朝
の
阿
曇
連
稲
敷
が
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
事
業
に
つ
な
が
る
「
帝
紀
」「
上
古
諸
事
」
の
「
記

定
」
作
業
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
持
統
紀
五
年
（
六
九
一
）
八
月
辛
亥
条
に
は
、
一
八
氏



五
〇

に
「
墓
記
」
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
の
一
八
氏
の
な
か
に
阿
曇
氏
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
八
氏

の
「
墓
記
」
が
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
際
の
材
料
と
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
坂

本
太
郎
は
阿
曇
連
比
羅
夫
に
関
す
る
記
事
の
な
か
に
は
、
阿
曇
連
氏
の
記
録
に
基
づ
く
部
分
が
あ
る
と
し
て
お

り
）
（1
（

、
松
原
弘
宣
は
、
海
神
を
祭
っ
た
と
す
る
神
代
記
紀
の
伝
承
や
、
応
神
紀
の
「
海
人
之
宰
」
の
伝
承
も
、
そ

れ
に
よ
っ
た
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

た
し
か
に
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
松
原
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
、
阿
曇
氏
に
よ
る
海

人
（
海
部
）
の
統
轄
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
松
原
の
見
解
は
、
阿
曇
連
氏
が
管
掌

し
た
の
は
阿
曇
部
で
あ
り
海
部
で
は
な
い
と
す
る
主
張
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
次
節
で
取
り

あ
げ
る
が
、
神
代
記
紀
や
応
神
紀
の
伝
承
は
、
や
は
り
事
実
と
し
て
、
阿
曇
連
氏
が
海
人
（
海
部
）
を
統
轄
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
阿
曇
連
氏
に
限
ら
ず
、
ウ
ヂ
の
系
譜
や
始
祖
伝
承
は
、

王
権
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
系
譜
制
度
や
伝
承
（「
旧
辞
」）
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
各
ウ
ヂ
の
個
々
の
主
張
に
よ
っ
て
作
成
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
）
（1
（

。

な
お
、
八
世
紀
以
降
の
阿
曇
氏
は
、
や
や
そ
の
勢
力
を
減
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
宿
禰
姓
を
賜
っ
た
の
ち
の
人

物
と
し
て
、
ま
ず
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
正
月
癸
巳
条
に
、
従
六

位
下
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
と
あ
る
阿
曇
宿
禰
虫
名
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
太
政
官
に
お
け
る
議
政
官
の

地
位
に
昇
っ
た
よ
う
な
有
力
な
人
物
は
登
場
し
な
い
。
律
令
制
下
の
阿
曇
宿
禰
氏
が
、
高
橋
朝
臣
氏
と
な
ら
ん
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五
一

で
内
膳
奉
膳
の
地
位
を
世
襲
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
に
阿
曇
宿
禰
継
成
が
勅

旨
に
背
き
、
翌
年
佐
渡
に
配
流
と
な
っ
て
以
降
は
、
そ
の
地
位
も
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

海
部
と
阿
曇
部

ま
ず
、
海
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
応
神
天
皇
段
に
は
、「
此
之
御
世
、
定
二

賜
海
部
、
山
部
、

山
守
部
、
伊
勢
部
一

也
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
五
年
八
月
壬
寅
条
に
も
、「
令
二

諸
国
一、
定
二

海
人

及
山
守
部
一

」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
海
部
・
海
人
は
応
神
朝
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
部
民

制
は
百
済
の
部
司
制
に
な
ら
い
、
五
世
紀
末
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

応
神
朝
に
海
部
・
海
人
を
設
置
し
た
と
す
る
記
紀
の
記
述
を
、
そ
の
ま
ま
事
実
の
伝
え
と
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
。海

人
と
海
部
を
区
別
し
、
海
人
は
部
称
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
人
制
の
段
階
に
お
い
て
存
在
し
た
と
す
る
説

も
あ
る
）
（1
（

。
た
し
か
に
、
王
権
に
掌
握
さ
れ
た
（
王
権
へ
の
奉
仕
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
）
海
の
民
が
、
最
初
は
「
海

人
」
と
表
記
さ
れ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
海
人
」
の
よ
う
な
「〈
名
詞
〉
人
」
の
倭
語
表
記
と
、

稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
・
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
銘
に
み
え
る
「
杖
刀
人
」「
典
曹
人
」
の
よ
う
な
「〈
動

詞
＋
名
詞
〉
人
」
の
漢
語
表
記
の
呼
称
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「〈
名
詞
〉
人
」
の
呼
称



五
二

は
、
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
（
雄
略
天
皇
）
の
段
階
で
は
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。
し
た
が
っ

て
、
各
地
の
海
の
民
が
ま
ず
は
「
海
人
」
と
し
て
掌
握
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
期
は
応
神
朝
で
は
な
く
、

早
く
と
も
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
時
代
よ
り
も
後
の
五
世
紀
末
以
降
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
海
人
が
海
部
に
先
行
す
る
と
考
え
た
場
合
も
、
海
部
が
成
立
し
た
の
ち
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
海
人
」

が
す
べ
て
「
海
部
」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
海
人
」

と
「
海
部
」
は
、
右
の
記
紀
の
設
置
記
事
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
通
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
海
部
」
の
呼
称

が
成
立
し
た
の
ち
も
、「
海
人
」
の
呼
称
は
、「
海
部
」
と
同
じ
も
の
を
指
す
語
と
し
て
混
用
さ
れ
た
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

な
お
「
海
人
」
の
呼
称
は
、
王
権
に
掌
握
さ
れ
て
い
な
い
人
々
も
含
め
、
広
く
海
の
民
を
指
す
語
と
し
て
も

用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
の
日
本
に
お
い
て
、
海
を
生
業
の
場
と
し
航
海
術
に
も
す
ぐ
れ
た
海
の
民

は
、
列
島
沿
岸
部
に
広
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
海
の
民
の
す
べ
て
が
海
人
・
海
部
に
編
成
さ
れ
、

大
王
へ
の
奉
仕
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。「
海
人
」
の
呼
称
は
、
そ
う
し
た
海
の
民

一
般
を
指
す
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
一
方
に
お
い
て
、
海
人
・
海
部
が
広
く
全
国
的
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
、「
海
部
」「
海
」「
海
人
部
」

な
ど
を
ウ
ヂ
名
と
す
る
古
代
の
人
名
の
分
布
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
北
部
九
州
を
含
め
た
西
国
に
多
い

が
、
東
国
に
も
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
各
地
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
海
部
を
在
地
に
お
い
て
統
括
す
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五
三

る
地
方
伴
造
が
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
八
世
紀
以
降
の
郡
領
氏
族
も
多
く
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
通
説
で
は
、
各
地
の
海
部
を
中
央
で
統
括
し
た
の
が
阿
曇
連
氏
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
場
合
、
す
べ
て
の
海
部
を
阿
曇
連
氏
が
統
轄
し
た
と
み
る
の
は
、
凡
海
連
氏
な
ど
阿
曇
氏
の
ほ
か
に
も

海
部
の
管
掌
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ウ
ヂ
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
し
て
疑
問
で
あ
ろ
う
。

凡
海
連
（
宿
禰
）
氏
は
阿
曇
連
（
宿
禰
）
氏
と
同
系
の
ウ
ヂ
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
と
お
り
、『
新
撰
姓
氏
録
』

未
定
雑
姓
右
京
の
凡
海
連
氏
は
、
火
明
命
を
始
祖
と
す
る
尾
張
連
（
宿
禰
）
氏
と
同
系
の
ウ
ヂ
で
あ
り
、
阿
曇

連
氏
と
そ
の
同
系
氏
族
以
外
に
も
、
海
部
の
管
掌
に
か
か
わ
っ
た
ウ
ヂ
の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
尾
張
地
方
の
海
部
は
、
尾
張
連
氏
が
そ
の
管
掌
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
丹
後
国
与

謝
郡
の
籠
神
社
の
祝
を
世
襲
し
た
海
部
直
氏
は
、
同
社
に
伝
わ
る
「
海
部
系
図
」
に
よ
れ
ば
火
明
命
を
始
祖
と

す
る
と
あ
り
、
火
明
命
系
の
凡
海
連
氏
を
中
央
伴
造
と
す
る
（
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
）
地
方
伴

造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
尾
張
連
氏
系
の
凡
海
連
氏
は
、
尾
張
地
方
の
海
部
だ
け
で
は
な
く

丹
後
国
与
謝
郡
地
方
に
設
置
さ
れ
た
海
部
の
管
掌
に
も
あ
た
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
凡
海
連
の
「
凡
」
に
つ
い
て
は
「
押
統
ぶ
る
」
の
意
味
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
凡
海
連
氏

が
す
べ
て
の
海
部
を
統
轄
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
凡
海
連
氏
は
あ
る
地
域
内
の
複
数
の
海
部
、
あ
る
い
は

い
く
つ
か
の
地
域
に
設
置
さ
れ
た
複
数
の
海
部
を
管
掌
し
た
た
め
、
凡
海
連
の
氏
姓
が
賜
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。



五
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ま
た
、『
新
撰
姓
氏
録
』
未
定
雑
姓
摂
津
国
に
載
る
韓
海
部
首
氏
は
、
こ
の
地
域
に
設
置
さ
れ
た
渡
来
系
の

海
部
の
地
方
伴
造
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
韓
海
部
首　

武
内
宿
禰
男
平
群
木
菟
宿
禰
之
後
也
」
と
み

え
、
平
群
朝
臣
（
平
群
臣
）
氏
と
同
系
の
ウ
ヂ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
韓
海
部
を
中
央
で
管
掌
し

た
の
は
平
群
臣
氏
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
紀
伊
地
方
の
海
部
は
紀
臣
氏
、
吉

備
地
方
の
海
部
は
吉
備
臣
氏
が
そ
の
管
掌
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
海
部
の
す
べ
て
を
阿
曇
連
氏
と
そ
の

同
系
氏
族
が
統
轄
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
阿
曇
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
阿
曇
部
が
阿
曇
連
氏
の
管
掌
下
に
置
か
れ
た
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
名
か
ら
し
て
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
阿
曇
部
が
、
海
部
と
同
様
、
海
の
民
を
編
成
し
た

部
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
阿
曇
連
氏
の
性
格
か
ら
し
て
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
阿
曇
（
ア

ヅ
ミ
）
と
い
う
語
が
、
海
積
・
海
人
積
（
ア
マ
ツ
ミ
）
の
約
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

記
紀
に
阿
曇
部
の
設
置
記
事
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
そ
れ
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
阿
曇
部
を
ウ

ヂ
名
と
す
る
古
代
の
人
名
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
阿
曇
部
の
分
布
は
、
信
濃
・
隠
岐
・
備
中
・

周
防
・
阿
波
・
伊
予
・
豊
後
な
ど
で
確
認
で
き
、
地
名
と
し
て
の
阿
曇
（
安
曇
）
も
、
信
濃
国
安
曇
郡
・
近
江

国
伊
香
郡
安
曇
郷
・
伯
耆
国
会
見
郡
安
曇
郷
・
筑
前
国
糟
屋
郡
阿
曇
郷
・
摂
津
国
西
成
郡
安
曇
江
な
ど
が
知
ら

れ
る
（
分
布
表
参
照
）。
史
料
の
残
存
状
況
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
阿
曇
部
は
、
海
部
に
比
べ
る
と
そ
の
分
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五
五

布
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

阿
曇
・
阿
曇
部
の
分
布
表

国
名

郡
郷
名
な
ど

人
名
な
ど

　
　

出
典

山
城

右
京

安
曇
宿
禰
氏

『
新
撰
姓
氏
録
』

阿
曇
山
背
連
比
羅
夫

『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
二
月
戊
子
条

摂
津

阿
曇
犬
養
連
氏

『
新
撰
姓
氏
録
』

難
波
浦
上

阿
曇
連
百
足
の
先
の
居
地

『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
浦
上
里
条

阿
曇
寺

『
日
本
書
紀
』
白
雉
四
年
五
月
是
月
条

西
成
郡

阿
曇
江

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
六
年
二
月
丙
辰
条

河
内

安
曇
連
氏

『
新
撰
姓
氏
録
』

近
江

伊
香
郡
安
曇
郷

『
和
名
類
聚
抄
』

信
濃

安
曇
郡

『
和
名
類
聚
抄
』

安
曇
郡

主
帳
安
曇
部
百
嶋

『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』

安
曇
郡
前
科
郷

戸
主
安
曇
部
真
羊

『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
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伯
耆

会
見
郡
安
曇
郷

『
和
名
類
聚
抄
』

隠
岐

阿
曇
部
麻
支

『
城
』
一
六
─
七

智
夫
郡
由
良
郷

阿
曇
部
赤
人

『
城
』
二
四
─
二
九

海
部
郡

少
領
阿
曇
三
雄

『
大
日
本
古
文
書
』
一
─
四
五
六

海
部
郡
布
勢
郷

阿
曇
部
奈
々
都

『
城
』
二
二
─
三
六

海
部
郡
海
部
郷

阿
曇
部
与
呂
比

『
城
』
二
九
─
三
五

海
部
郡
佐
作
郷

阿
曇
部
意
比

『
城
』
二
二
─
三
六

海
部
郡
佐
吉
郷

阿
曇
部
□
□
多

『
木
簡
研
究
』
五
─
一
一

播
磨

揖
保
郡
浦
上
郷

阿
曇
連
百
足

『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
浦
上
里
条

揖
保
郡
占
上
郷

阿
曇
某

『
平
城
宮
木
簡
』
三
─
三
〇
一
九
番

備
中

浅
口
郡
船
穂
郷

阿
曇
部
押
男

『
城
』
二
二
─
三
八

周
防

吉
敷
郡
神
埼
郷

阿
曇
五
百
万
呂

『
平
城
宮
木
簡
』
一
─
三
二
九
番

淡
路

野
嶋

淡
路
野
嶋
の
海
人

『
日
本
書
紀
』
履
中
即
位
前
紀

阿
波

阿
曇
部

『
類
聚
三
代
格
』
天
平
三
年
六
月
二
四
日
勅

名
方
郡

安
曇
部
粟
麻
呂

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
八
月
壬
戌
条
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五
七

名
方
郡
佐
濃
郷

阿
曇
部
佐
婆

『
木
簡
研
究
』
二
〇
─
三
三

名
東
郡

安
曇
継
見

『
木
簡
研
究
』
三
一
─
一
七
〇

那
賀
郡
幡
羅
郷

阿
曇
部
大
嶋

『
木
簡
研
究
』
一
二
─
一
三

讃
岐

大
内
郡

安
曇
稲
生

『
平
安
遺
文
』
二
─
五
六
五

伊
予

伊
予
郡
石
井
郷

阿
曇
部
太
隅

『
城
』
二
二
─
三
九

筑
前

糟
屋
郡
阿
曇
郷

『
和
名
類
聚
抄
』

豊
後

阿
曇
部
馬
身
売

『
大
日
本
古
文
書
』
一
─
二
一
五

＊
『
城
』
は
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
の
略
。

＊
同
郡
同
郷
に
複
数
の
人
名
の
知
ら
れ
る
場
合
は
一
例
の
み
掲
げ
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
阿
曇
連
氏
は
、
松
原
弘
宣
の
主
張
す
る
と
お
り
、
阿
曇
部
を
管
掌
す

る
こ
と
を
職
掌
と
し
た
中
央
伴
造
氏
族
で
あ
り
、
海
部
の
統
轄
を
職
掌
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
の
が

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
阿
曇
部
以
外
に
も
広
く
海
人
・
海
部
を
統
率
し
た
こ
と
は
あ
っ

た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
神
代
記
紀
の
伝
承
に
お
い
て
海
神
を
祭
る
こ
と
を
職
掌
と
し
た
と
あ
る

こ
と
、
応
神
紀
の
伝
承
に
阿
曇
連
氏
の
祖
の
大
浜
宿
禰
が
「
海
人
之
宰
」
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
は
、
そ



五
八

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
定
地
域
の
複
数
の
海
部
の
管
掌
を
職
掌

と
し
た
と
み
ら
れ
る
凡
海
連
氏
が
（
そ
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
）
阿
曇
連
氏
と
同
祖
関
係
に
あ
る
こ
と
、
同
じ

く
阿
曇
連
氏
と
同
祖
の
海
犬
養
氏
が
海
部
を
割
い
て
設
置
し
た
犬
養
部
の
伴
造
氏
族
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
律
令

制
下
の
阿
曇
宿
禰
氏
が
奉
膳
の
地
位
を
世
襲
し
た
こ
と
な
ど
は
、
阿
曇
連
氏
が
海
部
を
率
い
た
伴
造
氏
族
の
中

心
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四　

阿
曇
連
氏
の
本
拠

さ
て
最
後
に
、
阿
曇
連
氏
の
本
拠
地
に
つ
い
て
簡
単
に
取
り
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

阿
曇
連
氏
の
本
拠
地
を
北
部
九
州
と
み
る
通
説
の
主
た
る
根
拠
は
、
筑
前
国
糟
屋
郡
に
阿
曇
郷
が
存
在
す
る

こ
と
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
は
「
志
加
海
神
社
三
座
」
と
あ
り
、
現
在
も
福
岡
市
東
区
志
賀
島
に
底
津
綿
津

見
・
仲
津
綿
津
見
・
表
津
綿
津
見
の
三
神
を
祭
る
志
賀
海
神
社
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
阿
曇

部
が
こ
の
地
域
に
設
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
そ
の
阿
曇
部
を
率
い
た
地
方
伴
造
が
阿
曇
連
の
氏
姓
を

称
し
志
賀
海
神
社
を
奉
斎
し
た
可
能
性
や
、
そ
の
阿
曇
連
氏
が
中
央
の
阿
曇
連
氏
と
同
族
で
あ
っ
た
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
志
賀
島
や
そ
れ
を
含
む
北
部
九
州
地

域
を
本
拠
地
、
あ
る
い
は
発
祥
の
地
と
考
え
る
根
拠
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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五
九

ま
た
、『
筑
前
国
風
土
記
』
逸
文
（『
釈
日
本
紀
』
所
収
）
に
次
の
よ
う
な
糟
屋
郡
資
珂
嶋
（
志
賀
島
）
の
地

名
起
源
説
話
が
み
え
、
そ
こ
に
登
場
す
る
大
浜
を
、
応
神
紀
や
『
高
橋
氏
文
』
に
阿
曇
連
の
祖
と
あ
る
大
浜
宿

禰
と
同
一
人
物
と
み
る
こ
と
も
、
阿
曇
連
氏
の
本
拠
を
こ
の
地
に
求
め
る
論
拠
に
な
っ
て
い
る
。

糟
屋
郡
資
珂
嶋
。
昔
者
、
気
長
足
姫
尊
、
幸
二

於
新
羅
一

之
時
、
御
船
夜
時
来
泊
二

此
嶋
一。
有
下

陪
従
名
云
二

大
浜
小
浜
一

者
上。
便
勅
二

小
浜
一、
遣
二

此
嶋
一

覔
レ

火
得
早
来
。
大
浜
問
云
、
近
有
レ

家
耶
。
小
浜
答
云
、
此
嶋

与�

二

打
昇
浜
一、
近
相
連
接
、
殆
可
レ

謂
二

同
地
一。
因
曰
二

近
嶋
一。
今
訛
謂
二

之
資
珂
嶋
一。

し
か
し
、
右
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
大
浜
・
小
浜
は
気
長
足
姫
尊
（
神
功
皇
后
）
に
従
っ
て
志
賀
島
に
来
た
と

い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
島
の
人
物
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
大
浜
が
阿
曇
連
氏
の
祖
と
伝
え

ら
れ
る
大
浜
宿
禰
と
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
阿
曇
連
氏
の
本
拠
が
志
賀
島
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
太
平
記
』『
八
幡
愚
童
訓
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
安
曇
磯
良
の
伝
承
も
、
志
賀
島
を
本
拠
と
す
る
説

の
根
拠
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
楢
崎
干
城
に
よ
る
詳
細
な
批
判
が
あ
る
と
お
り
）
（1
（

、
磯
良
の

信
仰
と
阿
曇
連
氏
の
結
び
つ
き
を
古
代
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
履
中
紀
の
伝
承
で
は
、
住
吉
仲
皇
子
に
加
担
し
た
阿
曇
連
浜
子
は
淡
路
の
野
嶋
の
海
人
を
使
っ
て
皇

太
子
（
の
ち
の
履
中
天
皇
）
を
捕
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
浦
上
里
条

に
よ
れ
ば
、
阿
曇
連
百
足
ら
は
、
も
と
は
難
波
の
浦
上
に
居
住
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
こ
の
地
に
移
っ
て
き
た



六
〇

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

松
原
弘
宣
は
、
こ
れ
ら
の
伝
承
に
注
目
し
て
、
阿
曇
連
氏
は
は
じ
め
淡
路
を
本
拠
地
と
し
、
の
ち
に
難
波
に

進
出
し
て
そ
の
地
を
本
拠
と
し
た
と
す
る
の
で
あ
り
）
（1
（

、
た
し
か
に
そ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
伝
承
と
、
阿
曇
連
氏
・
阿
曇
部
の
分
布
が
摂
津
・
河
内
・
播
磨
・
淡
路
・
阿
波
な
ど
瀬
戸
内
沿

岸
東
部
に
多
く
分
布
す
る
こ
と
）
（1
（

と
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
阿
曇
連
氏
は
も
と
も
と
淡
路
島
を
含
ん
だ
大

阪
湾
沿
岸
地
域
の
海
人
（
海
の
民
）
を
広
く
掌
握
し
て
い
た
一
族
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
楢
崎
干
城

は
、
摂
津
周
辺
を
本
拠
地
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
）
（1
（

。

阿
曇
連
氏
の
本
拠
地
を
北
部
九
州
に
求
め
る
の
は
困
難
で
あ
り
、『
肥
前
国
風
土
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
条
に
、

値
嘉
島
の
海
人
が
異
な
る
言
語
・
習
俗
の
人
々
で
あ
っ
た
と
あ
る
こ
と
を
、
入
れ
墨
を
し
た
安
曇
部
と
結
び
付

け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
の
北
部
九
州
に
、
阿
曇
連
氏
を
首
長
と
し
た
特
殊
な
「
海
人
族
」

が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
見
方
に
対
し
て
は
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

註（
１
）
太
田
亮
『
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
第
一
巻
（
磯
部
甲
陽
堂
、
一
九
三
四
年
）。
田
中
卓
「
神
代
史
に
現
れ
た
る
海
神
の

研
究
」（『
神
道
史
研
究
』
五
─
六
、
一
九
五
七
年
。
田
中
卓
著
作
集
一
『
神
話
と
史
実
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
、

所
収
）。
後
藤
四
郎
「
大
化
前
後
に
お
け
る
阿
曇
氏
の
活
動
」（『
日
本
歴
史
』
二
二
六
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。
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六
一

（
２
）
宮
地
直
一
『
安
曇
族
文
化
の
信
仰
的
象
徴
』（
穂
高
神
社
社
務
所
、
一
九
四
九
年
）。
松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』

第
一
～
四
巻
（
培
風
館
、
一
九
五
三
～
五
八
年
）
な
ど
。

（
３
）
楢
崎
干
城
「
阿
曇
氏
考
㈠
─
志
賀
島
本
貫
説
へ
の
疑
問
─
」（『
文
化
史
研
究
』
二
一
、
一
九
六
九
年
）。
松
原
弘
宣
「
難

波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
〇
、
一
九
八
三
年
。
同
『
日
本
古
代
水
上
交
通
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）
な
ど
。

（
４
）
松
原
弘
宣
「
難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」（
前
掲
）。

（
５
）
こ
の
応
神
紀
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
上
、
三
六
四
頁
頭
注
三
〇
、
六
二
四
頁

補
注
一
〇
─
一
一
参
照
。

（
６
）
こ
の
履
中
紀
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
上
、
四
二
四
頁
頭
注
一
六
・
一
七
、
六

二
九
～
三
〇
頁
補
注
一
二
─
三
参
照
。

（
７
）
こ
の
点
す
で
に
、
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
編
第
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
）
三
七
一
～
七

二
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

（
８
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
下
、
五
八
六
頁
補
注
二
八
─
五
。

（
９
）
後
藤
四
郎
「
大
化
前
後
に
お
け
る
阿
曇
氏
の
活
動
」（
前
掲
）。

（
10
）
坂
本
太
郎
「
天
智
紀
の
史
料
批
判
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
三
─
三
、
一
九
五
五
年
。
坂
本
太
郎
著
作
集
二
『
古

事
記
と
日
本
書
紀
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）。

（
11
）
松
原
弘
宣
「
難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」（
前
掲
）。

（
12
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』
学
習
院
、
一
九
八
二
年
。
同
「
系
譜
論
か
ら
み

た
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
」（『
十
文
字
国
文
』
九
、
二
〇
〇
三
年
）。
拙
著
『
物
部
氏
の
研
究
』
雄
山
閣
、
二
〇

〇
九
年
、
な
ど
参
照
。



六
二

（
13
）
中
村　

修
『
海
民
と
古
代
国
家
形
成
史
論
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

（
14
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
と
地
方
豪
族
」（
加
藤
謙
吉
編
『
日
本
古
代
の
王
権
と
地
方
』
大

和
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
15
）
楢
崎
干
城
「
阿
曇
氏
考
㈠
─
志
賀
島
本
貫
地
説
へ
の
疑
問
─
」（
前
掲
）。

（
16
）
松
原
弘
宣
「
難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」（
前
掲
）。

（
17
）
阿
曇
部
は
隠
岐
に
も
濃
密
に
分
布
す
る
が
、
こ
れ
は
阿
曇
連
氏
が
こ
の
地
域
の
阿
曇
部
か
ら
貢
納
さ
れ
る
海
産
物
を

管
掌
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
18
）
楢
崎
干
城
「
阿
曇
氏
考
㈠
─
志
賀
島
本
貫
地
説
へ
の
疑
問
─
」（
前
掲
）。
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